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労働安全衛生法違反の疑いで書類送検 
～コンベヤーのプーリーに接触防止措置を講じなかった疑い～ 

 

 令和７年３月１４日、北大阪労働基準監督署（署長 草川
くさかわ

晴美
は る み

）は、株式会社京
きょう

星
ぼし

ほか１名を労働安全衛生法違反の疑いで、大阪地方検察庁に書類送検した。 

 

１ 被疑者 

（１）株式会社京
きょう

星
ぼし

（以下「被疑会社」という。） 

    本社所在地 大阪府枚方市大字尊延寺 

   事 業 内 容 コンクリート製土木建築材料製造業 

（２）被疑会社執行役員Ａ（以下「被疑者Ａ」という。） 

 

２ 違反条文等 

労働安全衛生法違反 

同法第２０条第１号 

労働安全衛生規則第１０１条第１項 

同法第２７条第１項 

同法第１１９条第１号（罰則） 

同法第１２２条（両罰） 

   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 

第４５条第３項 

 

３ 事件の概要 

令和５年６月２８日、被疑会社の製造プラントにおいて、被疑者Ａは被疑会社 

に派遣された労働者Ｂに、運転中のベルトコンベヤーの点検作業を行わせるにあ 

たり、同コンベヤーのプーリーが露出しており、そのプーリーに接触することに 

よって労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、同箇所に覆い、囲い等を設け 

ず、もって機械による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなかったも 

のである。 
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４ 参考事項 

（１）上記法違反に関連し、運転中のベルトコンベヤーの点検作業を行っていた派遣 

労働者Ｂがベルトコンベヤーのプーリーに巻き込まれ、死亡するという災害が発 

生している。 

（２）適用法条文は別紙のとおり。 
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別紙 

労働安全衛生法 

第二十条 (事業者の講ずべき措置等) 

 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

  一 機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険 

  二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 

  三 電気、熱その他のエネルギーによる危険 

第二十七条 (労働者の遵守事項)  

１ 第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業

者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項

は、厚生労働省令で定める。 

２ 前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害(環境基本法(平成五年法

律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害 

で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないよ

うに配慮しなければならない。 

第百十九条(罰則)  

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の 

罰金に処する。 

一  第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三

十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第

三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第

一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第

四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の四

第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、

第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八

十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第

百五条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者 

（以下略） 

第百二十二条(両罰)  

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法 

人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条 

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各 

本条の罰金刑を科する。 

 

労働安全衛生規則 

第百一条(原動機、回転軸等による危険の防止) 

   １ 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者 

に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を 

設けなければならない。 

 （以下略） 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 

第四十五条 

１ 略 

２ 略 
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３ 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業 

に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事 

業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働 

者とみなして、労働安全衛生法第十一条、第十四条から第十五条の三まで、 

第十七条、第二十条から第二十七条まで、第二十八条の二から第三十条の三 

まで、第三十一条の三、第三十六条（同法第三十条第一項及び第四項、第三 

十条の二第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び第四項の規定に係 

る部分に限る。）、第四十五条（第二項を除く。）、第五十七条の三から第 

五十八条まで、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十五 

条から第六十五条の四まで、第六十六条第二項前段及び後段（派遣先の事業 

を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者（派 

遣中の労働者を含む。）に係る部分に限る。以下この条において同じ。）、 

第三項、第四項（同法第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に 

係る部分に限る。以下この条において同じ。）並びに第五項（同法第六十六 

条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。以下 

この条において同じ。）、第六十六条の三（同法第六十六条第二項前段及び 

後段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係る部分に限る。以下この条に 

おいて同じ。）、第六十六条の四、第六十六条の八の三、第六十八条、第六 

十八条の二、第七十一条の二、第九章第一節並びに第八十八条から第八十九 

条の二までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定（これらの規定に係る 

罰則を含む。）を適用する。 

この場合において、同法第二十九条第一項中「この法律又はこれに基づく 

命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定（労働 

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下 

「労働者派遣法」という。）第四十五条の規定により適用される場合を含 

む。）又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、 

同条第二項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法 

律若しくはこれに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により 

適用される場合を含む。）又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づ 

く命令の規定」と、同法第三十条第一項第五号及び第八十八条第六項中「こ 

の法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づ 

く命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含 

む。）」と、同法第六十六条の四中「第六十六条第一項から第四項まで若し 

くは第五項ただし書又は第六十六条の二」とあるのは「第六十六条第二項前 

段若しくは後段（派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従 

事させたことのある労働者（労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣 

中の労働者を含む。）に係る部分に限る。以下この条において同じ。）、第 

三項、第四項（第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部 

分に限る。以下この条において同じ。）又は第五項ただし書（第六十六条第 

二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。）」と、 

同法第六十六条の八の三中「第六十六条の八第一項」とあるのは「派遣元の 

事業（労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業をいう。）の 

事業者が、第六十六条の八第一項」とする。（以下略） 

https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_11
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_14
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_17
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_20
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_31_3
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_36
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_30-Pr_1
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_30-Pr_4

